
 

 

九十九里地域水道企業団公告      

 

一般競争入札（事後審査型）の実施について 

 

地方自治法施行令第１６７条の６の規定により一般競争入札を次のとおり実施します。 

 

令和８年３月５日 

 

九十九里地域水道企業団 

企業長 鹿 間 陸 郎 

 

１ 一般競争に付する事項 

（１）業 務 名  水道用薬品類品質検査業務委託 

（２）業 務 場 所  東金市東金７６９番地２ 

東金市松之郷３７６１番地１ 

（３）一般競争入札  郵便入札・事後審査方式 

（４）履 行 期 間   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（５）業 務 の 概 要 

ア 目的 

本業務は、水道用薬品類の品質検査を行い、購入仕様品質規格等への適合性を確

認するため行うものである。 

イ 概要 

（ア）水道用薬品類品質検査   ５薬品 

（６）予 定 価 格  落札決定後公表 

（７）最低制限価格  無 

（８）入 札 保 証 金  免除 

（９）契 約 保 証 金  無 

（10）業務費内訳書  対象としない 

 

※この公告に係る契約について、当企業団の事業は令和８年度より千葉県企業局へ引き

継ぐことから、本件の契約についても令和８年４月１日から千葉県企業局へ引き継が

れるものとなります。 

  



 

 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

本業務の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりです。 

（１）本業務の公告日前に効力を有する令和６・７年度九十九里地域水道企業団建設工事

等資格者名簿「物品・委託用」に登載されているもののうち、（大分類）３３・検査・

分析について希望の登録がある者。 

（２）本業務の公告日から本業務の開札の日までの間に、九十九里地域水道企業団建設工

事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていない者。 

（３）本業務の公告日前に千葉県に本店又は支店等（契約の締結及び履行に関する一切の

権限を受けている者を置く。）がある者。 

（４）水道法第２０条の４第２項の規定に基づく水質検査機関の登録を受けている者で、

且つ、千葉県内に検査施設を有する者。 

（５）水質基準項目（５１項目）について、水道ＧＬＰ及び ISO/IEC 17025の認定を受け

ている者。 

（６）本業務において、業務責任者（開札日現在３か月以上の雇用関係にある者）を配置

できる者。 

（７）地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次の各号に該当しない者。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本業務の

開札日前６か月以内に手形・小切手を不渡りした者。 

イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定

が本業務の公告日までにされていない者。 

ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定

が本業務の公告日までにされていない者。 

 

３ 開札の場所及び日時 

（１）場 所  九十九里地域水道企業団第２会議室 

東金市東金７６９番地２ 

（２）日 時  令和８年３月２６日（木）午前・午後  ２時００分 

 

４ 設計図書の閲覧方法 

原則として、企業団ホームページからのダウンロード又は、企業団窓口での閲覧とな

ります。  

  



 

 

５ 入札書の郵送方法 

（１）郵送方法  一般書留又は簡易書留 

（２）到着期限  令和８年３月２５日（水）午後５時必着 

（３）送 付 先  〒２８３－０８０２ 

東金市東金７６９番地２ 

九十九里地域水道企業団 総務課 管財班行 

ア 郵送は外封筒（角形２号程度）及び中封筒（長形３号程度）の２重封筒としてく

ださい。 

外封筒には入札書を同封した中封筒、誓約書、入札参加資格確認申請書、業務費

内訳書（指定された場合）を入れて封かん（同封されていない場合は入札無効とな

ります。）し、封筒の表面に次の事項を必ず記載してください。 

（ア）指定した郵送先 

（イ）入札書、誓約書、入札参加資格確認申請書、業務費内訳書（指定された場合）

在中の旨 

（ウ）公告した業務名 

（エ）公告した業務場所 

（オ）開札日 

（カ）入札者の商号又は名称 

イ 中封筒には入札書を入れて封かん及び代表者印により３箇所封印し、封筒の表面

に次の事項を必ず記載してください。 

（ア）入札書在中の旨 

（イ）公告した業務名 

（ウ）公告した業務場所 

（エ）開札日 

（オ）入札者の商号又は名称 

ウ 入札書、誓約書、入札参加資格確認申請書の各々の様式については、企業団ホー

ムページ掲載の入札情報・入札様式よりダウンロードし作成してください。 

エ 入札書、誓約書、入札参加資格確認申請書、業務費内訳書（指定された場合）等

の書類の日付については、開札日の記入をお願いします。 

オ 開札日が同日であっても、外封筒及び入札書は公告ごとに作成してください。 

封筒の封は糊付けでお願いします。 

  



 

 

６ 業務費内訳書の提出 

（１）入札参加者は、業務費内訳書の提出を求められている場合は、業務費内訳書が同封

されていない入札書は無効となります。また、次の各号に該当する場合も、入札が無

効となるので留意してください。 

ア 入札書の記載金額と業務費内訳書の積算金額が相違する場合。 

イ 業務費内訳書に業務名、業務場所の記載がない場合。 

ウ 業務費内訳書に入札者の商号又は名称がなく、押印が欠けている場合。 

エ 入札公告で示した設計書（金抜設計書）のうち本業務内訳書及び内訳書に記載さ

れた項目が欠けている場合。 

（２）業務費内訳書は次のどちらかの様式により作成してください。 

ア 入札公告で示した設計書（金抜設計書）のうち、本業務内訳書及び内訳書に金額

を記載したもの。 

イ アと同一の項目が含まれた任意の様式により作成したもの。 

 

７ 入札回数 

入札の回数は３回とする。 

 

８ 設計図書等に関する質問 

設計図書等に関する質問がある場合は、書面でＦＡＸ等により提出してください。 

（１）提出期限  令和８年３月１０日（火）午後５時まで 

（２）提 出 先  九十九里地域水道企業団 総務課 管財班 

ＴＥＬ ０４７５－５４－０６３１ 

ＦＡＸ ０４７５－５４－２０６８ 

（３）回 答  質問に対する回答は令和８年３月１３日（金）にホームページに掲載

します。 

 

９ 入札の執行 

到着期限までに到着した入札書が１通の場合でも、当該入札は執行します。 

 

10 開札の立会 

開札の立会については任意ですので、必ず参加しなければならないものではありませ

ん。 

ただし、参加しなかった場合は再度入札を行うことはできません。 

代理人をもって参加する場合は委任状の提出をお願いします。 

  



 

 

11 落札者の決定 

（１）予定価格の制限の範囲内（最低制限価格を設定した場合は、予定価格と最低制限価

格の範囲内）で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。 

以下低い価格で入札した者から順次落札候補者として資格審査を行い、後日落札者

を決定し、連絡いたします。 

（２）予定価格の制限の範囲内の入札がない場合は、再度入札を行うものとする。 

ただし、初回の入札で無効となった者は、再度入札には参加できない。 

（３）再度入札においては、入札書を封筒に入れずに提出することができるものとする。 

（４）落札候補者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、くじ引きにより落札

候補者としての順位を決定する。 

なお、くじを引かない者があるときは、これに代わり入札事務に関係のない職員に

くじを引かせるものとする。 

（５）再度入札において落札候補者がない場合は、当企業団物品等契約事務取扱要綱第１

４条第１項の規定によるものとする。 

 

12 落札候補者となった場合提出する書類 

落札候補者は速やかに次の書類を提出するものとする。 

（１）水道法第２０条の４第２項の規定に基づく水質検査機関の登録を受けていることを

証明するもの。併せて、千葉県内に検査施設を有することが確認できるもの。 

（２）水質基準項目（５１項目）について、水道ＧＬＰ及び ISO/IEC 17025の認定を受け

ていることを証明するもの。 

（３）業務責任者を確認できるもの。（開札日現在３か月以上の雇用関係の証明含む） 

 

13 その他 

（１）上記のほか、入札公告及び入札の概要を熟知し、入札書を郵送してください。 

（２）入札書を投函する前に、再度必ず確認してください。 

（３）開札日には、再度の入札に備え予備の入札書を持参してください。 

（４）入札書到達の有無等の問い合わせには、一切対応しません。 

（５）入札参加者は、ホームページ掲載の入札情報の入札約款を熟読し、遵守してくださ

い。 
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九 十 九 里 地 域 水 道 企 業 団 
 
 
 
 
 
 
 
 



第１章 総則 

１ 適用範囲 

本仕様書は、委託者が委託する次の業務（以下「本業務」という。）に適用する。 

(１) 委託業務番号 九水企委令８第２号 

(２) 委託業務 名 水道用薬品類品質検査業務委託 

(３) 委託業務場所 東金市東金７６９番地２ 
東金市松之郷３７６１番地１ 

(４) 履 行 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

２ 業務目的 

本業務は、委託者で使用する水道用薬品類の品質検査を行い、購入仕様品質規格等への

適合性を確認するために実施するものである。 

３ 法令等の遵守 

受託者は、本業務の実施に当たり、関係法令を遵守しなければならない。 

４ 守秘義務 

受託者は、業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏洩してはならない。 

５ 再委託の禁止 

受託者は、本業務を他人に再委託してはならない。ただし、機器の故障により、速やか

な検査を実施することが困難となった場合に限り、委託者の承認を得た上で再委託するこ

とができる。 
６ 安全管理 

(１) 受託者は、本業務に係る事故の防止と安全確保のための必要な措置を講じること。 

(２) 本業務施行中、交通の妨害となる行為又は公衆に迷惑を及ぼす行為がないよう、交

通及び保安上十分な注意を図ること。 

(３) 本業務施行中に事故が発生したときは、直ちに業務を中断して応急処置を講じると

ともに、事故の原因、経過及び被害内容、事後処置を委託者に報告すること。 

７ 疑義の処理 

受託者は、業務遂行上必要と認められるもので、本仕様書の解釈に疑義が生じた事項及

び本仕様書に明記していない事項については、委託者が定める業務監督職員と協議し、そ

の指示に従うこと。 

８ 提出書類 

(１) 着手届（業務開始日） 

(２) 業務責任者選任通知書（業務経歴書添付）（契約後１０日以内） 

(３) 業務責任者が受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類※の写し 

※健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、雇用証明書（氏名、事業者

名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり、代表者印が押印され

たもの）の写し等 

(４) 業務計画書（契約後１０日以内） 

業務計画書の記載内容は次の構成を原則として作成しなければならない。 

ア 業務内容（目的・概要） 

イ 工程表 

ウ 検査方法（「第 2章 業務内容(１ 試料の種類、試料数、検査項目及び検査方法)」



参照） 

エ 検査に用いる検査機器の名称等 

オ 試料の運搬方法（「第 2章 業務内容(３ 試料の採取、運搬及び検査)」参照） 

カ 連絡先（所属、氏名、電話番号、電子メールアドレス） 

キ その他、必要事項 

(５) 水道法第２０条の４第２項の登録機関に登録されている番号を表示したもの 
(６) 水質基準項目（５１項目）について、水道 GLP 又は ISO／IEC 17025 の認定証 
(７) 打合わせ議事録（必要に応じて） 
(８) 分析試験結果書 
(９) 業務完了報告書 

９ 業務の指示及び監督 

受託者は、業務監督職員と密接な連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならな

い。 

10 業務完了 

業務の完了は、後述の「第２章 ６」による報告が完了し、委託者に確認を受けたとき

とする。 

 

第２章 業務内容 

１ 試料の種類、試料数、検査項目及び検査方法 

試料の種類、試料数、検査項目及び検査方法は下表のとおりとする。 
なお、記載されている検査方法は最新の改正版を適用すること。 

試料の種類 

初回納入検査 抜き打ち検査 
検査項目、 
検査方法等 
詳細事項 

試料

数 

検査項目 
試料

数 

検査項目 

規格

１ 
規格

２ 
規格

１ 
規格

２ 

ポリ塩化アルミニウム １ 全部 全部 １ 全部 ― 別紙 1-1 

硫酸（75%） １ 全部 全部 １ 全部 ― 別紙 1-2 
次亜塩素酸ナトリウム １ 全部 全部 １ 全部 ― 別紙 1-3 
粉末活性炭（ドライ） １ 全部 全部 ２ 全部 ― 別紙 1-4 

苛性ソーダ（25%） １ 全部 全部 １ 全部 ― 別紙 1-5 
２ 検査実施日 

(１) 検査実施予定月について、初回納入検査は４月、抜き打ち検査は協議により決定す

るものとする。 
(２) 詳細な日程は業務監督職員と受託者が協議の上決定する。 

３ 試料の採取、運搬及び検査 

(１) 試料の採取容器は受託者が事前に用意するものとする。 
(２) 試料の採取は委託者が行い、受託者に引き渡すものとする。 
(３) 試料の引き渡し場所は、委託者が受託者の事業場に持ち込む場合を除き、初回納入



検査時は九十九里用水供給事務所、抜き打ち検査時は東金浄水場とし、検査機関まで

の運搬は受託者が行うものとする。 
(４) 検査は、試料が検査機関に搬入された後速やかに開始することを原則とする。特に、

次亜塩素酸ナトリウム（別紙１—３）の有効塩素及び塩素酸の検査は試料を受領した

当日中に行うものとする。 
４ 速報値の報告 

受託者は、別紙１に示された注目すべき項目の検査結果速報値を試料受領の日より１０

日以内に委託者に報告しなければならない。ただし、規格外の結果が得られた場合は、そ

の時点において速やかに電話又はメールにより報告するものとする。 
５ 再検査 

委託者は、検査結果等に疑義が生じた場合、受託者と協議の上、再検査を指示すること

ができるものとする。 
６ 検査結果報告書の提出 
(１) 受託者は、試料受領の日より１５営業日以内に分析試験結果書を書面又はメールに

て報告しなければならない。 
(２) 分析試験結果書には、検査結果、基準値、検査方法を記載する。 
(３) 受託者は、試料受領の日より３０日以内に分析試験結果書、電子媒体（CD-R）に

て検査結果の根拠となる資料（検査日時及び検査員を示した資料、分析条件、検量線

（相関係数も含む））を提出すること。 
７ 検査結果の信頼性確保 

受託者は、次の各項目に留意して検査結果の信頼性確保に努め、委託者が求めた場合は

その記録を速やかに提出しなければならない。 
(１) 検査結果は、検査責任者等によるチェックを行い、記録する。 
(２) 検査に使用する器具、機械及び装置について、その使用に支障がないように整備し、

記録する。 
(３) 試料の保存期間は、分析試験結果書発行後２週間以上とし、廃棄日を記録する。 
(４) 検査結果を得るための記録類は、その保存期間の短縮について委託者の指示又は了

解があった場合を除き、５年間保存とする。 
(５) 上記（１）～（４）の事項及び設備状況等について確認するため、委託者は随時に

受注者への立入検査を実施できるものとする。 
８ その他 
(１) 受託者は、軽油を使用する車両を用いる場合は、ＪＩＳ規格軽油を使用すること。

また、受託者は県税事務所がその他の機関と合同で行う本委託に係る車両等を対象と

する燃料の抜取調査に対しては、委託者の指示により協力すること。 
(２) 受託者は薬品の使用においては、安全データシート（SDS）等を確認するとともに、

必要に応じて保護具の使用や危険性、有害性の低いものに替えるなどの低減措置を実

施すること。 
(３) 支払方法については、業務完了後一括払いとする。 

 



別紙１－１
（１）ポリ塩化アルミニウム

単位 注目 規格 検査方法

1 外観 ○ 無色～黄味がかった薄い褐色の透明な液体

2 比重（２０℃） 1.19以上

3 酸化アルミニウム（Ａｌ２０３） ％ ○ 10.0～11.0

4 塩基度 ％ 45～65

5 ｐＨ値（１０ｇ／Ｌ溶液） 3.5～5.0

6 硫酸イオン（ＳＯ４
２－

） ％ 3.5以下

1 カドミウム及びその化合物 ㎎/L ○ 0.0003以下

2 水銀及びその化合物 ㎎/L ○ 0.00005以下

3 セレン及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下

4 鉛及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下

5 ヒ素及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下

6 六価クロム化合物 ㎎/L ○ 0.002以下

7 亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004以下

8 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001以下

9 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 1.0以下

10 ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.1以下

11 四塩化炭素 ㎎/L 0.0002以下

12 1,4－ジオキサン ㎎/L 0.005以下

13
シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び
トランス‐1,2‐ジクロロエチレン

㎎/L 0.004以下

14 ジクロロメタン ㎎/L 0.002以下

15 テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001以下

16 トリクロロエチレン ㎎/L 0.001以下

17 ベンゼン ㎎/L 0.001以下

18 塩素酸 ㎎/L 0.4以下

19 臭素酸 ㎎/L 0.005以下

20 亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.1以下

21 鉄及びその化合物 ㎎/L ○ 0.03以下

22 銅及びその化合物 ㎎/L 0.1以下

23 マンガン及びその化合物 ㎎/L ○ 0.005以下

24 陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02以下

25 非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005以下

26 フェノール類 ㎎/L フェノールの量に換算して0.0005以下

27 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) ㎎/L 0.3以下

28 味 ― 異常でないこと

29 臭気 ― 異常でないこと

30 色度 度 0.5以下

31 アンチモン及びその化合物 ㎎/L ○ 0.002以下

32 ウラン及びその化合物 ㎎/L 0.0002以下

33 ニッケル及びその化合物 ㎎/L ○ 0.002以下

34 1,2－ジクロロエタン ㎎/L 0.0004以下

35 亜塩素酸 ㎎/L 0.6以下

36 二酸化塩素 ㎎/L 0.6以下

37 銀及びその化合物 ㎎/L 0.01以下

38 バリウム及びその化合物 ㎎/L 0.07以下

39 モリブデン及びその化合物 ㎎/L 0.007以下

40 アクリルアミド ㎎/L 0.00005以下

※１.水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドラインによる。
注：規格２を評価するにあたっての設定最大注入率は３００㎎/Lとする。

検査項目

規格１
JWWA
Ｋ154

規格２ ※１
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別紙１－２
（２）硫酸（７５％）

単位 注目 規格 検査方法

規格１ 1 硫酸分（Ｈ２ＳＯ４
２－

） ％ ○ 75以上
JWWA
Ｋ134

1 カドミウム及びその化合物 ㎎/L ○ 0.0003以下

2 水銀及びその化合物 ㎎/L ○ 0.00005以下

3 セレン及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下

4 鉛及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下

5 ヒ素及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下

6 六価クロム化合物 ㎎/L ○ 0.002以下

7 亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004以下

8 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001以下

9 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 1.0以下

10 ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.1以下

11 四塩化炭素 ㎎/L 0.0002以下

12 1,4－ジオキサン ㎎/L 0.005以下

13
シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び
トランス‐1,2‐ジクロロエチレン

㎎/L 0.004以下

14 ジクロロメタン ㎎/L 0.002以下

15 テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001以下

16 トリクロロエチレン ㎎/L 0.001以下

17 ベンゼン ㎎/L 0.001以下

18 塩素酸 ㎎/L 0.4以下

19 臭素酸 ㎎/L 0.005以下

20 亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.1以下

21 鉄及びその化合物 ㎎/L ○ 0.03以下

22 銅及びその化合物 ㎎/L 0.1以下

23 マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005以下

24 陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02以下

25 非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005以下

26 フェノール類 ㎎/L フェノールの量に換算して0.0005以下

27 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) ㎎/L 0.3以下

28 味 ― 異常でないこと

29 臭気 ― 異常でないこと

30 色度 度 0.5以下

31 アンチモン及びその化合物 ㎎/L 0.002以下

32 ウラン及びその化合物 ㎎/L 0.0002以下

33 ニッケル及びその化合物 ㎎/L 0.002以下

34 1,2－ジクロロエタン ㎎/L 0.0004以下

35 亜塩素酸 ㎎/L 0.6以下

36 二酸化塩素 ㎎/L 0.6以下

37 銀及びその化合物 ㎎/L 0.01以下

38 バリウム及びその化合物 ㎎/L 0.07以下

39 モリブデン及びその化合物 ㎎/L 0.007以下

40 アクリルアミド ㎎/L 0.00005以下

※１.水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドラインによる。
注：規格２を評価するにあたっての設定最大注入率は５０㎎/Lとする。

規格２ ※１

検査項目
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別紙１－３
（３）次亜塩素酸ナトリウム

単位 注目 規格 検査方法

1 外観 淡黄色の透明な液体

2 有効塩素 ％ ○ 12.0以上

3 密度（比重）(20℃） 1.16以下

4 遊離アルカリ ％ 2.0以下

5 臭素酸 ㎎/㎏ ○ 10以下

6 塩素酸 ㎎/㎏ ○ 2,000以下

7 塩化ナトリウム ％ 2.0以下

1 カドミウム及びその化合物 ㎎/L ○ 0.0003以下

2 水銀及びその化合物 ㎎/L ○ 0.00005以下

3 セレン及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下

4 鉛及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下

5 ヒ素及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下

6 六価クロム化合物 ㎎/L ○ 0.002以下

7 亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004以下

8 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001以下

9 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 1.0以下

10 ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.1以下

11 四塩化炭素 ㎎/L 0.0002以下

12 1,4－ジオキサン ㎎/L 0.005以下

13
シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び
トランス‐1,2‐ジクロロエチレン

㎎/L 0.004以下

14 ジクロロメタン ㎎/L 0.002以下

15 テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001以下

16 トリクロロエチレン ㎎/L 0.001以下

17 ベンゼン ㎎/L 0.001以下

18 塩素酸 ㎎/L ○ 0.4以下

19 臭素酸 ㎎/L ○ 0.005以下

20 亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.1以下

21 鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03以下

22 銅及びその化合物 ㎎/L 0.1以下

23 マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005以下

24 陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02以下

25 非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005以下

26 フェノール類 ㎎/L フェノールの量に換算して0.0005以下

27 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) ㎎/L 0.3以下

28 味 ― 異常でないこと

29 臭気 ― 異常でないこと

30 色度 度 0.5以下

31 アンチモン及びその化合物 ㎎/L 0.002以下

32 ウラン及びその化合物 ㎎/L 0.0002以下

33 ニッケル及びその化合物 ㎎/L 0.002以下

34 1,2－ジクロロエタン ㎎/L 0.0004以下

35 亜塩素酸 ㎎/L 0.6以下

36 二酸化塩素 ㎎/L 0.6以下

37 銀及びその化合物 ㎎/L 0.01以下
38 バリウム及びその化合物 ㎎/L 0.07以下
39 モリブデン及びその化合物 ㎎/L 0.007以下
40 アクリルアミド ㎎/L 0.00005以下

※１.水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドラインによる。
注：規格２を評価するにあたっての設定最大注入率は１００㎎/Lとする。

検査項目

規格１
JWWA
K120

規格２ ※１

7



別紙１－４
（４）粉末活性炭（ドライ）

単位 注目 規格（※１） 検査方法

1 フェノール価 ○ 25以下
2 ＡＢＳ価 ○ 40以下
3 メチレンブルー脱色力 mL/g ○ 160以上
4 よう素吸着性能 mg/g ○ 1,000以上
5 ｐＨ値（1％懸濁液の浸出液） 　 4～11
6 塩化物イオン ％ 0.5以下
7 電気伝導率(1％懸濁液の浸出液) µS/cm 900以下
8 乾燥減量 ％ ○ 5以下
9 ふるい残分（ふるい目開き75㎛） ％ 10以下

10 ２－ＭＩＢ価 ○ 5以下 JWWA
K113準用

1 カドミウム及びその化合物 ㎎/L ○ 0.0003以下
2 水銀及びその化合物 ㎎/L ○ 0.00005以下
3 セレン及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下
4 鉛及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下
5 ヒ素及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下
6 六価クロム化合物 ㎎/L ○ 0.002以下
7 亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004以下
8 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001以下
9 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 1.0以下
10 ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.1以下
11 四塩化炭素 ㎎/L 0.0002以下
12 1,4－ジオキサン ㎎/L 0.005以下

13
シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び
トランス‐1,2‐ジクロロエチレン

㎎/L 0.004以下

14 ジクロロメタン ㎎/L 0.002以下
15 テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001以下
16 トリクロロエチレン ㎎/L 0.001以下
17 ベンゼン ㎎/L 0.001以下
18 塩素酸 ㎎/L 0.4以下
19 臭素酸 ㎎/L 0.005以下
20 亜鉛及びその化合物 ㎎/L ○ 0.1以下
21 鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03以下
22 銅及びその化合物 ㎎/L ○ 0.1以下
23 マンガン及びその化合物 ㎎/L ○ 0.005以下
24 陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02以下
25 非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005以下
26 フェノール類 ㎎/L フェノールの量に換算して0.0005以下
27 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) ㎎/L 0.3以下
28 味 ― 異常でないこと
29 臭気 ― 異常でないこと
30 色度 度 0.5以下
31 アンチモン及びその化合物 ㎎/L ○ 0.002以下
32 ウラン及びその化合物 ㎎/L 0.0002以下
33 ニッケル及びその化合物 ㎎/L ○ 0.002以下
34 1,2－ジクロロエタン ㎎/L 0.0004以下
35 亜塩素酸 ㎎/L 0.6以下
36 二酸化塩素 ㎎/L 0.6以下
37 銀及びその化合物 ㎎/L 0.01以下
38 バリウム及びその化合物 ㎎/L 0.07以下
39 モリブデン及びその化合物 ㎎/L 0.007以下
40 アクリルアミド ㎎/L 0.00005以下

※１.下線部の数字は九十九里地域水道企業団の定めた規格。
※２.水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドラインによる。
注：規格２を評価するにあたっての設定最大注入率は１００㎎/Lとする。

検査項目

規格１

規格２ ※２

JWWA
K113
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別紙１－５
（５）苛性ソーダ（２５％）

単位 注目 規格 検査方法

1 外観 無色又はわずかに着色した透明な液体

2 水酸化ナトリウム（ＮａＯH) ％ ○ 25以上

3 塩化ナトリウム（ＮａＣｌ） ％ 1.5以下

1 カドミウム及びその化合物 ㎎/L ○ 0.0003以下

2 水銀及びその化合物 ㎎/L ○ 0.00005以下

3 セレン及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下

4 鉛及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下

5 ヒ素及びその化合物 ㎎/L ○ 0.001以下

6 六価クロム化合物 ㎎/L ○ 0.002以下

7 亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004以下

8 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001以下

9 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 1.0以下

10 ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.1以下

11 四塩化炭素 ㎎/L 0.0002以下

12 1,4－ジオキサン ㎎/L 0.005以下

13
シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び
トランス‐1,2‐ジクロロエチレン

㎎/L 0.004以下

14 ジクロロメタン ㎎/L 0.002以下

15 テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001以下

16 トリクロロエチレン ㎎/L 0.001以下

17 ベンゼン ㎎/L 0.001以下

18 塩素酸 ㎎/L 0.4以下

19 臭素酸 ㎎/L 0.005以下

20 亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.1以下

21 鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03以下

22 銅及びその化合物 ㎎/L 0.1以下

23 マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005以下

24 陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02以下

25 非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005以下

26 フェノール類 ㎎/L フェノールの量に換算して0.0005以下

27 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) ㎎/L 0.3以下

28 味 ― 異常でないこと

29 臭気 ― 異常でないこと

30 色度 度 0.5以下

31 アンチモン及びその化合物 ㎎/L ○ 0.002以下

32 ウラン及びその化合物 ㎎/L 0.0002以下

33 ニッケル及びその化合物 ㎎/L ○ 0.002以下

34 1,2－ジクロロエタン ㎎/L 0.0004以下

35 亜塩素酸 ㎎/L 0.6以下

36 二酸化塩素 ㎎/L 0.6以下

37 銀及びその化合物 ㎎/L 0.01以下

38 バリウム及びその化合物 ㎎/L 0.07以下

39 モリブデン及びその化合物 ㎎/L 0.007以下

40 アクリルアミド ㎎/L 0.00005以下

※１.水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドラインによる。
注：規格２を評価するにあたっての設定最大注入率は７０㎎/Lとする。

検査項目

規格１
JWWA
K122

規格２ ※１
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（案） 
収 入 印 紙 

 

 

業 務 委 託 契 約 書 
 

 

 

 

 

１．委託業務の名称                        

 

２．履 行 期 限                        

 

３．業 務 委 託 料                        

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額） 

 

４．契 約 保 証 金                        

 

上 記 の 委 託 業 務 に つ い て 、 発 注 者                   

と受注者            とは、別添の条項によって委託契約を締結

し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

（Ａ）この契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印

の上、各自１通を保有する。 

（Ｂ）この契約の証として、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注

者及び受注者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有するもの

とする。 

〔注〕（Ａ）は紙の契約書を採用する場合、（Ｂ）は電子契約を採用する場

合に使用する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

発 注 者  住 所 

氏 名                  印 

 

受 注 者  住 所 

氏 名                  印 



2 

 

（総  則） 

第１条 受注者は、別冊「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」とい

う。）をもって頭書の履行期限（以下「履行期限」という。）までに頭書の委託業務（以

下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して

定める。 

（指示等及び協議の書面主義） 

第１条の２ この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答

及び解除（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、 

前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者

は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３ 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議

の内容を書面に記録するものとする。 

（業務主任技術者または業務責任者） 

第２条 受注者は、業務の履行について技術上の管理をつかさどる業務主任技術者または業

務責任者（当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。以下同じ。）を定め、発

注者に通知するものとする。 

（業務工程表） 

第３条 受注者は、契約締結の際業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２ 発注者は、業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議する

ものとする。 

（契約の保証） 

第４条 （削除） 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継して

はならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。 

２ 発注者は、この契約の成果（以下「成果品」という。）を自由に使用し、又はこれを使用

するに当たり、その内容等を変更することができる。 

３ 受注者が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足すること

を疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の

譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。 

４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権

の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明す

る書類を発注者に提出しなければならない。 

（一括再委託等の禁止） 

第６条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる

部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者

に委任し、又は請け負わせてはならない。 

３ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじ

め、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽

微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 

４ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称

その他必要な事項の通知を請求することができる。 

（監督職員） 

第７条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。

監督職員を変更したときも、同様とする。 

２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限
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とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定

めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務主任技術者に対

する業務に関する指示 

(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承

諾又は回答 

(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務主任技術者との協議 

(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状

況の調査 

３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞ

れの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部

を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけれ

ばならない。 

５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して

行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達した

ものとみなす。 

（委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、

又は報告を求めることができる。 

（委託業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止

することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるとき

は、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。 

２ 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者は必要な経費を負担しな

ければならない。 

（期限の延長） 

第 10条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに委託業務

を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理

由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注

者とが協議して定める。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められると

きは、履行期限を延長しなければならない。発注者は、その履行期限の延長が発注者の

責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更

を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（損害のために必要を生じた経費の負担） 

第 11 条 委託業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必

要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰す

る理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するもの

とし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。 

（検査及び引渡し） 

第 12条 受注者は、委託業務を完了したときは遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提

出しなければならない。 

２ 発注者は前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 10日以内に成果品につい

て検査を行わなければならない。 

３ 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは受注者は遅滞

なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。こ

の場合再検査の期日については前項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すもの
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とする。 

（委託料の支払い） 

第 13条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の

支払いを請求するものとする。 

２ 発注者は前項の支払請求があったときは、その日から 30日以内に支払わなければならな

い。 

（前 金 払） 

第 14条 （削除） 

（部 分 払） 

第 15条 委託業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは委託業務の出来形部分に

相応する業務委託料相当額の 10分の 9以内の額について、次項以下に定めるところにより

部分払を請求することができる。ただし、この請求は業務期間中（  ）回を超えること

ができない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る委託の完了部

分の確認を発注者に求めなければならない。この場合においては、発注者は遅滞なくその

確認を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の業務委託料相当額

は、発注者と受注者とが協議して定める。 

 
４ 受注者は、第２項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求するこ

とができる。この場合においては、発注者は当該請求のあった日から起算して 14日以内に

部分払金を支払わなければならない。 

５ 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合において

は、第１項及び第３項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額からすでに

部分払の対象となった業務委託代金額を控除した額」とするものとする。 

（契約不適合責任） 

第 16条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないも

の（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替

物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発

注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間

内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求す

ることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、

直ちに代金の減額を請求することができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をし

ないでその時期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完

を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

（契約不適合責任期間等） 

第 17 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 12 条第４項の規定による引渡し（以下

この条において単に「引渡し」という。）を受けた日から３年以内でなければ、契約不適

合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以

下この条において「請求等」という。）をすることができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求
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等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

３ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第６

項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者

に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法

による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

４ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、

民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ

る。 

５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときに

は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

６ 民法第 637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

７ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定

にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等

をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、

この限りでない。 

８ 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の

性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をす

ることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であるこ

とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

（発注者の任意解除権） 

第 18 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 18 条の３の規定によるほか、

必要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼし

たときは、その損害を賠償しなければならない。 

（発注者の催告による解除権） 

第 18条の２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めて

その履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に

照らして軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したと

き。 

(2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了す

る見込みがないと認められるとき。 

 (4) 正当な理由なく、第 16条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第 18 条の３ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約

を解除することができる。 

(1) この契約に関して公正取引委員会が、受注者（受注者が協同組合又は共同企業体（以

下「協同組合等」という。）である場合については、その代表者又は構成員。次号

において同じ。）に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第１

項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第７条の２

第１項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 

(2) この契約に関して受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用

人）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定に

よる刑が確定したとき。 

(3) 第５条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 

(4) 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用し
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たとき。 

(5) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

(6) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと

き。 

(7) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を

拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を

達することができないとき。 

(8) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしな

いでその時期を経過したとき。 

(9) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告を

しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかで

あるとき。 

(10) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質

的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 

(11) 第 19条又は第 19条の２の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその

役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所

の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当す

ることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手

方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契

約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第18条の４ 第18条の２各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由に

よるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第 18 条の５ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生

じた損害の賠償を請求することができる。 

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。 

(3)  第 18条の２又は第 18条の３の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除され

たとき。 

(4)  前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履 

行が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託

料の 10 分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければな

らない。 
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(1) 第 18条の２又は第 18条の３の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除され 

たとき。 

(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべ

き事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法律

第 75号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14年

法律第 154号）の規定により選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11年

法律第 225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場

合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責め

に帰する 

ことができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応

じ、この契約の締結の日における九十九里地域水道企業団財務規程（平成３年４月１日管

理規程第２号）第 165 条第１項に規定する違約金の率で計算した額（100 円未満の端数が

あるとき又は 100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。）とする。 

６ 第２項の場合（第 18条の３第１号、第２号、第 10号及び第 12号の規定により、この契

約が解除された場合を除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれ

に代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって

同項の違約金に充当することができる。 

（受注者の催告による解除権） 

第 19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催

告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、そ

の期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして

軽微であるときは、この限りでない。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第 19条の２ 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。 

 （1） 第 9 条の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 （2） 第 9条の規定による業務の中止の期間が履行期間の 10分の５（履行期間の 10分の

５が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、 

その一部を除いた他の部分の業務が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除さ 

れないとき。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第 19条の３ 第 19条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第 19条の４ 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた

損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引

上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであると

きは、この限りでない。 

(1) 第 19条又は第 19条の２の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。 

２ 第 13条第２項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未

受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止
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等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定す

る率で計算した額（100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数

額又はその全額を切り捨てる。）の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

（解除の効果） 

第 20条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の出来形部分

（以下「既履行部分」という。）が可分のものである場合は検査の上当該検査に合格した

部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料

（以下「既履行部分委託料」という。）を受注者に支払わなければならない。 

２ 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協

議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

（解除に伴う措置） 

第 21条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 14 条の規定による前払金

があったときは、受注者は、第 18 条の２、第 18 条の３又は第 18 条の５第３項の規定に

よる解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数

に応じ、第 18 条の５第５項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、第 18 条、第

19 条又は第 19 条の２の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しな

ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第１項の規

定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 14 条の規定による前払金があ

ったときは、発注者は、当該前払金の額を前条第２項の規定により定められた既履行部分

委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰がある

ときは、受注者は、第 18 条の２、第 18 条の３又は第 18 条の５第３項の規定による解除

にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第 18 条

の５第５項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、第 18 条、第 19 条又は第 19

条の２の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 

３ 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは

当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受

注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して

返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所

有又は管理する業務の出来形部分（前条第１項に規定する検査に合格した既履行部分を除

く。）、調査機械器具、仮設物その他の物件（第６条第３項の規定により、受注者から業

務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下こ

の条において同じ。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場

を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

５ 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用（以下この項及び次項におい

て「撤去費用等」という。）は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定

めるところにより発注者又は受注者が負担する。 

(1)  業務の出来形部分に関する撤去費用等 

契約の解除が第 18 条の２、第 18 条の３又は第 18 条の５第３項によるときは受注

者が負担し、第 18条、第 19条又は第 19 条の２によるときは発注者が負担する。 

(2)  調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。 

６ 第４項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ

ず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わ

って当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場

合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し

出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等（前項第１号の規定により、発

注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。）を負担しなければならない。 

［注］ 第４項から第６項までは、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。 

７ 第３項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解
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除が第 18 条の２、第 18 条の３又は第 18 条の５第３項によるときは発注者が定め、第 18

条、第 19条又は第 19 条の２の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるも

のとし、第３項後段及び第４項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について

は、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

［注］ 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。 

８ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については

発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

（談合その他不正行為に係る賠償金の支払い） 

第22条 受注者は、第18条の３第１号又は第２号のいずれかに相当するときは、発注者がこ

の契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する

額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した

後も同様とする。ただし、同条第１号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第

２条第９項第３号及び同項第６号に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正

取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要

と認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠

償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することが

できる。 

３ 前２項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償

金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散している

ときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 

（業務妨害又は不当要求に対する措置） 

第 23条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。 

暴力団等（暴力団対策法第２条に規定するものをいう。）から工事妨害又は不当要求を

受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の

警察署に届け出ること。 

（遵守義務違反） 

第 24条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、九十九里地域水道企業団建設工事請負

業者等指名停止措置要領（平成 18 年九十九里地域水道企業団告示第 11号）の定めるとこ

ろにより、指名停止の措置を行う。受注者の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。 

（秘密の保持等） 

第 25条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は、成果品（委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲

覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この

限りでない。 

（個人情報の保護） 

第 26条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別

記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

（データの保護） 

第 27条 （削除） 

（準  用） 

第 28 条 令和８年４月１日以降については、第 18条の５第５項中「九十九里地域水道企業

団財務規程（平成３年４月１日管理規程第２号）第 165 条第１項」とあるのは「千葉県企

業局財務規程（昭和 39年千葉県水道局管理規程第６号）第 171条第１項」と、第 24条中

「九十九里地域水道企業団建設工事請負業者等指名停止措置要領（平成 18年九十九里地域

水道企業団告示第 11号）」とあるのは「千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領（昭

和６０年６月１日施行）」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項に規定するほか、令和８年４月１日以降については、本契約書記載の「九十九里地
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域水道企業団」とあるのは「千葉県企業局」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

（法令遵守） 

第 29条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。 

（補  則） 

第 30条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必

要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 
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個人情報取扱特記事項 

第１ 基本的事項 

乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。 

 

第２ 事務従事者への周知及び監督 

（事務従事者への監督） 

１ 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよ

う、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 

（事務従事者への周知） 

２ 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させる

ものとする。 

 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみ

だりに他人に知らせてはならないこと 

 (2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不

当な目的に使用してはならないこと 

 

第３ 個人情報の取扱い 

（収集の制限） 

１ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的

を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 

（秘密の保持） 

２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはな

らない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（漏えい、滅失及びき損の防止等） 

３ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、

滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。 

（持ち出しの制限） 

４ 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個

人情報が記録された機器、記録媒体、書類等（以下「機器等」という。）を当該場所以外

に持ち出してはならない。 

（目的外利用及び提供の制限） 

５ 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利

用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 

 

（複写又は複製の制限） 
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６ 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録され

た機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 

 

第４ 再委託の制限 

乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にそ

の取扱いを委託してはならない。 

 

第５ 事故発生時における報告 

乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、

速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

第６ 情報システムを使用した処理 

 乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほ

か、最高情報セキュリティ責任者（総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管する

千葉県情報セキュリティ対策基準（平成１４年３月１５日制定）５（１）アに規定する職

にある者をいう。）の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。 

 

第７ 機器等の返還等 

 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、

若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又

は引き渡すものとする。ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは､当該方法によるも

のとする。 

 

第８ 甲の調査、指示等 

（調査、指示等） 

１ 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査すること

ができる。この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項

の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 

（公表） 

２ 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上

で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を

勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 

 

第９ 契約の解除及び損害の賠償 

甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害

の賠償を請求することができる。 
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(1) 乙又は乙の委託先（順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。）の

責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき 

(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができない

と認められるとき 

 

注 

１ 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。 

２ 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略するこ

ととする。 



談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項 

 

（総則） 

第１条 この特約は、この特約が添付される契約（以下「契約」という。）と一体をなす。 

（談合その他の不正行為に係る解除） 

第２条 九十九里地域水道企業団（以下「甲」という。）は、契約の相手方（以下「乙」

という。）がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除する

ことができる。 

（１）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７

条第１項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第７条の２第１

項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 

（２）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治４０年

法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙が協同組合及び共同企業体（以下「協同組合等」という。）である場合における前

項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適

用する。 

３ 乙は、前２項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の１０

分の１に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 

４ 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証

金を違約金に充当することができる。 

５ 本条第１項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定に

よる。 

（談合その他不正行為に係る賠償金の支払い） 

第３条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否か

にかかわらず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額を甲が指定する期限

までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第

１項第１号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号及び同

項第６号に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５

号）第６項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の

額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 

３ 前２項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金

を連帯して甲に支払わなければならない。乙がすでに協同組合等を解散しているとき

は、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 

（暴力団等排除に係る解除） 



第４条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 

（１）乙の役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代

表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的

に関与しているものをいう。以下同じ。）が、暴力団員（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条

第６号に規定するものをいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

（２）乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団（暴対法第２条第２号に規定するものをいう。以下

同じ。）又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

（３）乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（４）乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。 

（５）乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は（１）から（４）に該当する法人等（有資

格業者でないものを含む。）であることを知りながら、これを利用するなどしている

と認められるとき。 

（６）乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託

し、又は請け負わせたと認められるとき。 

２ 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が

同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 

３ 乙は、前２項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の１０

分の１に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 

４ 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証

金を違約金に充当することができる。 

５ 本条第１項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定に

よる。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第５条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに

適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）を受けたときは、その旨を直ちに

甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 

２ 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講

じなければならない。 

（準用） 

第６条 令和８年４月１日以降については、第２条中「九十九里地域水道企業団」とある

のは「千葉県」と読み替えて、これらの規定を準用する。 
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